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東御市 SDGｓ庁内推進指針

令和２年３月１日施行

１ 指針策定の背景

2015 年（平成 27 年）9月の国連総会において「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が

採択され、“誰一人として取り残さない（leave no one behind）”を基本理念とし、17 のゴールと

169 のターゲットで構成される持続可能な開発目標（SDGｓ）が示されました。

これらを受け、国では 2016 年（平成 28年）12 月、SDGs を全国的に実施するためには、広く地

方自治体及びその地域で活動するステークホルダーによる積極的な取組みを推進する必要がある

として「持続可能な開発目標（SDGｓ）実施方針」を策定し、SDGｓ達成に向けた取り組みの促進

と SDGｓを原動力とした地方創生の深化に取り組む方針を示しました。

このため市では、SDGｓの推進にあたっては、その理念や考え方が第 2次東御市総合計画とリン

クする部分が多いことから、2019 年（平成 31 年）4月を始期とする後期基本計画において SDGｓ

17 のゴールを施策に関連付け、SDGｓの視点を反映させるとともに、後期基本計画に掲げる施策の

推進によって SDGs 目標の達成を目指すものとしています。

出展：内閣府 地方創生推進事務局「はじめよう地域の未来へ自治体 SDGｓ」より抜粋

２ 指針策定の趣旨

この指針は、SDGｓの推進にあたっての視点や手法等の基本的な考え方を示すことにより、全庁

的に SDGｓの理念や意義の認識を深めることはもとより、職員が常に SDGｓに示される 17のゴー

ルと 169 のターゲットを意識することによって政策形成能力の向上を図り、もって持続可能なま

ちづくりの実現につなげるために定めるものです。

自治体が SDGｓに取り組む意義

地方創生は、少子高齢化に歯止めをかけ、将来にわたって成長力を確保することを目指してお

り、人々が安心して暮らせるような、持続可能なまちづくりと地域活性化が重要となります。

自治体において SDGｓを活用することで、客観的な自己分析による特に注力すべき政策課題の明

確化や、経済・社会・環境の三側面の相互関連性の把握による政策推進の全体最適化が実現しま

す。

また、自治体と各ステークホルダー間において、SDGｓという共通言語を持つことにより、政策

目標の共有と連携促進、パートナーシップの深化が実現します。

SDGｓの達成に向けた取り組みを通じ、地域課題解決に向けた自律的好循環を生み出すことがで

き、地方創生の課題解決を一層促進することが可能となります。
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u 政策推進の全体最適化

施策実現のために実施する事務・事業の重点化や優先順位付けをする際の新たな

“気付き”と事務・事業の展開を検討する際の新たな“アイデア”の創出

u パートナーシップの深化

地域課題の解決にあたって、SDGｓの名のもとに地域の多様なステークホルダーの

参画を得て課題解決にあたる連携の創出

３ SDGｓ推進の基本的方向と取組みの視点

（１）基本的方向

① 総合計画 53 施策との紐づけ

総合計画で明らかにした 53 施策は、すべて SDGｓの 17 のゴールに紐づけ、目標認識を明

らかにします。

② 実施計画、重点事業との紐づけ

施策を計画的かつ効率的に実施するための各施策分野における主要な事業の内容及び規

模の概要を示す「実施計画」事業や年度単位に示す「重点事業」もすべて SDGｓと関連付け

を行い、目標認識を明らかにします。

③ 個別計画との紐づけ

総合計画の基本計画に沿って各分野別に個別に定める計画にあっては、計画の策定又は

改定等にあたり、SDGｓの要素を最大限反映することとします。

（２）SDGｓ推進にあたっての視点

職員一人一人が SDGｓの趣旨を十分理解したうえで、〝誰一人として取り残さない社会の実

現”と“持続可能なまちづくり”を強く意識し、関係する部局の密な連携によって施策・事務

事業に取り組みます。

SDGｓの理念である「誰一人取り残されない包摂的な社会をつくる」とは、自治体に置き

換えると市民の QOL（生活の質）向上にあり、“市民にとって暮らしやすいまちづくり”の

実現にあります。そのため、「市民サービスの向上」を常に念頭に置いて施策・事務事業を

組み立て、実践していきます。

、

視点：「市民サービスの向上」

持続可能なまちづくりの実現
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４ SDGｓ推進の方策と体制

（１）推進方策

① SDGｓ視点から総合計画を評価する

“総合計画の推進を図ることで、SDGｓの目標達成に資する”としていますので、総合計

画における「施策の成果指標」を用いて、SDGｓの達成にどう貢献したのかを計測・評価

し、PDCA サイクルを回していきます。

⇒ 「6 東御市における SDGｓ指標と事務・事業の推進」参照

② SDGs の普及啓発と情報発信を行う

市民、企業、団体等の多様なステークホルダーが SDGｓを理解し、共に行動することを促

進していくため、各部局では事務・事業の実施やイベント等の開催にあたっては、常に SDG

ｓに関する情報を発信するとともに、市民向けの広告物等への SDGｓの個別アイコンの表示

や必要に応じてコメントを付すことを基本として取り組み、市民等への理念の普及と関心

を高めていきます。

③ 多様なステークホルダーと連携する

施策・事務事業の展開にあたっては、市民、企業、団体等の地域の多様なステークホル

ダーとの連携を図ることはもとより、多様なステークホルダーの主体的な取り組みも支援

することにより、市民参加型の SDGｓを推進します。

また、国では「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム」注１）が設立されていますの

で、事業実施にあたっては、マッチング機能を有効に活用していくものとします。

（２）推進体制

SDGｓに関する取り組みは、総合計画に基づく各施策・事務事業等を通じて推進を図るため、

総合計画の進捗管理手法と同様、副市長、部長及び市長が指名した職員で構成される東御市行

政評価委員会を活用し、関係部署相互が緊密な連携を図り取り組みます。

また、企画振興課では県や関係機関と連携しながら、SDGｓに関する研修会やセミナーの企画

立案や調整、内外への情報提供に取り組みます。

（３）長野県との連携

長野県は、SDGｓ達成に向けて優れた取り組みを提案する「SDGｓ未来都市」として、平成 30

年 6 月、他の 28 自治体とともに、全国で初めて選定されています。

県では現在、公・民・学のパートナーシップによる「信州デザインセンター」を開設し、広

域的な視点、多角的な視点、専門的な視点で市町村のまちづくりの支援に取り組むとともに、

「信州 SDGｓ推進プラットホーム」注２）の立ち上げを予定しています。

注１）地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム：ＳＤＧｓを共通言語として、地域課題解決に取り組む官民の連携創出を支援することを目的として

内閣府が設立した受け皿。（ＵＲＬ：future-city.jp/platform/）
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県はいわば、SDGｓ推進の“旗振り役”でありますので、積極的に情報交換や交流を通じ、連

携しながら SDGｓの推進を図っていきます。

５ 実施時期

この指針は、令和２年３月１日から適用します。

６ 東御市における SDGｓ指標と事務・事業の推進（次頁）

国が示す「地方創生ＳＤＧｓローカル指標リスト」を基に、指標リストに準ずるもの、市レ

ベルで類似するものを指標として設定し、推進を図ります。

注２）「信州 SDGｓ推進プラットホーム」…自治体、企業、団体、NPO、教育機関、研究機関など多様な主体が参画し、情報共有し、協働で課題解決に向け新たなアク

ションを創出するため、長野県が設立を予定している受け皿のこと。
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17のゴール
17のゴールと
東御市行政の関係

「第２次東御

市総合計画・

後期基本計

画」主要施策

指標

指標名 現状値
目標値

（R5年度）

貧困

【目標１】あらゆる場所の

あらゆる形態の貧困を終

わらせる。

自治体行政は貧困で生活

に苦しむ人々を支援する上

で最も適したポジションに

います。各自治体において、

すべての市民が必要最低限

の暮らしを確保することが

できるよう、きめ細やかな支

援策が求められています。

ひとり親・生活

保護・生活困窮

世帯の自立と

生活の安定

生活困窮者

自立支援事

業の就労支

援による就

業者数

24人 30人

飢餓

【目標２】飢餓を終わら

せ、食料安全保障及び栄養

改善を実現し、持続可能な

農業を促進する。

自治体は土地や水資源を

含む自然資産を活用して農

業や畜産などの食料生産の

支援を行うことが可能です。

そのためにも適切な土地利

用計画が不可欠です。公的・

私的な土地で都市農業を含

む食料生産活動を推進し、安

全な食料確保に貢献するこ

ともできます。

東御ブランド

の確立と特産

品の振興

農 業 生 産

額

1,962百万円
（H29）

2,000百万円

農地流動化の

促進及び耕作

放棄地の再生

担 い 手 農

家 へ の 利

用 集 積 面

積

472ha
（H30）

500ha
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17のゴール
17のゴールと
東御市行政の関係

「第２次東御

市総合計画・

後期基本計

画」主要施策

指標

指標名 現状値
目標値

（R5年度）

保健

【目標３】あらゆる年齢の

すべての人々の健康的な

生活を確保し、福祉を促進

する。

住民の健康維持は自治体

の保健福祉行政の根幹です。

国民皆保険制度の運営も住

民の健康維持に貢献してい

ます。都市環境を良好に保つ

ことが住民の健康状態の維

持・改善に必要であるという

研究も報告されています。

生涯を通じた

健康増進の推

進

健康寿命

男 80.18年
女 83.59年
（H26～28

平均値）

延伸

地域医療体制

の充実

常 勤 医 師

の確保

10人
（H30）

現状値維持

教育

【目標４】すべての人々へ

の包摂的かつ公正な質の

高い教育を提供し、生涯学

習の機会を促進する。

教育の中でも特に義務教

育等の初等教育においては

自治体が果たすべき役割は

非常に大きいといえます。地

域住民の知的レベルを引き

上げるためにも、学校教育と

社会教育の両面における自

治体行政の取組は重要です。

確かな学力と

学びを考える

力を育む教育

の推進

市 内 小 中

学 校 に お

け る コ ン

ピ ュ ー タ

ー（タブレ

ット）の導

入率

0％ 100％

人づくり、地域

づくりにつな

がる生涯学習

の推進

生涯学習受

講者数

2,758人
（H29）

現状値維持
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17のゴール
17のゴールと
東御市行政の関係

「第２次東御

市総合計画・

後期基本計

画」主要施策

指標

指標名 現状値
目標値

（R5年度）

ジェン

ダー

【目標５】ジェンダー平等

を達成し、すべての女性及

び女児の能力強化（エンパ

ワーメント）行う。

自治体による女性や子供

等の弱者の人権を守る取組

は大変重要です。また、自治

体行政や社会システムにジ

ェンダー平等を反映させる

ために、行政職員や審議会委

員等における女性の割合を

増やすのも重要な取組とい

えます。

より豊かな幼

児教育・保育の

実践

待 機 児 童

数

0人
（H30）

現状値維持

人権尊重・男女

共同参画の推

進

地 域 役 員

へ の 女 性

の 参 画 割

合

14.5％
（H29）

20％

水・

衛生

【目標６】すべての人々の

水と衛生の利用可能性と

持続可能な管理を確保す

る。

安全で清潔な水へのアク

セスは住民の日常生活を支

える基盤です。水道事業は自

治体の行政サービスとして

提供されることが多く、水源

地の環境保全を通して水質

を良好に保つことも自治体

の大事な責務です。

身近な水環境

の保全と活用

河川 BOD
平均値

0.84㎎/ｌ
（H29）

現状値維持

水道水の安定

供給
有収率

84.8％
（H29）

85.3％

下水道事業の

経営基盤の充

実

水洗化率
92.4％

（H29）
93.4％



8

17のゴール
17のゴールと
東御市行政の関係

「第２次東御

市総合計画・

後期基本計

画」主要施策

指標

指標名 現状値
目標値

（R5年度）

エネル

ギー

【目標７】すべての人々

の、安価かつ信頼できる持

続可能な近代的エネルギ

ーへのアクセスを確保す

る。

公共建築物に対して率先

して省エネや再エネ利用を

推進したり、住民が省／再エ

ネ対策を推進するのを支援

する等、安価かつ効率的で信

頼性の高い持続可能なエネ

ルギー源利用のアクセスを

増やすことも自治体の大き

な役割といえます。

地の利を活か

した再生可能

エネルギーの

活用の推進

再 生 可 能

エ ネ ル ギ

ー発電量

140,383千
kW/h

（H29）

161,388千
kW/h

太 陽 光 発

電 シ ス テ

ムの導入

24,316kW
（H29）

30,310kW

経済

成長と

雇用

【目標８】包摂的かつ持続

可能な経済成長、及びすべ

ての人々の完全かつ生産

的な雇用と働きがいのあ

る人間らしい雇用(ディー
セント・ワーク)を促進す
る。

自治体は経済成長戦略の

策定を通して地域経済の活

性化や雇用の創出に直接的

に関与することができます。

また、勤務環境の改善や社会

サービスの制度整備を通し

て労働者の待遇を改善する

ことも可能な立場にありま

す。

商工業の支援

と育成
就業率

58.7%
（H27）

60.0%

観光拠点の整

備と情報発信

の強化

観 光 消 費

額

46.2億円
（H29暦年）

50.5億円
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17のゴール
17のゴールと
東御市行政の関係

「第２次東御

市総合計画・

後期基本計

画」主要施策

指標

指標名 現状値
目標値

（R5年度）

インフ

ラ、産

業化、

イノベー

ション

【目標９】強靱（レジリエ

ント）なインフラ構築、包

摂的かつ持続可能な産業

化の促進、及びイノベーシ

ョンの推進を図る。

自治体は地域のインフラ

整備に対して極めて大きな

役割を有しています。地域経

済の活性化戦略の中に、地元

企業の支援などを盛り込む

ことで新たな産業やイノベ

ーションを創出することに

も貢献することができます。

商工業の支援

と育成

製 造 品 出

荷額等

1,272.5億円
（H28）

1,400憶円

不平

等

【目標 10】各国内及び各国
間の不平等を是正する。

差別や偏見の解消を推進

する上でも自治体は主導的

な役割を担うことができま

す。少数意見を吸い上げつ

つ、不公平・不平等のないま

ちづくりを行うことが求め

られています。

人権尊重・男女

共同参画の推

進

市 民 向 け

人 権 啓 発

学習会、セ

ミ ナ ー な

ど の 開 催

数

38回
（H30）

現状値維持

持続

可能

な都

市

【目標 11】包摂的で安全かつ強

靭（レジリエント）で持続可能

な都市及び人間居住を実現す

る。

包摂的で、安全、レジリエ

ントで持続可能なまちづく

りを進めることは首長や自

治体行政職員にとって究極

的な目標であり、存在理由そ

のものです。都市化が進む世

界の中で自治体行政の果た

し得る役割は益々大きくな

っています。

公共交通の利

便性の向上

定時定路線

バス利用者

数

デマンド交

通利用者数

25,143人
31,019人
（H29）

現状値維持

Ｕ・Ｉターン移

住者の誘導に

よる定住の促

進

県 外 か ら

の 転 入 者

数

337人
（H29）

1,900人
（累計値）
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17のゴール
17のゴールと
東御市行政の関係

「第２次東御

市総合計画・

後期基本計

画」主要施策

指標

指標名 現状値
目標値

（R5年度）

持続

可能

な生

産と

消費

【目標 12】持続可能な生産
消費形態を確保する。

環境負荷削減を進める上

で持続可能な生産と消費は

非常に重要なテーマです。こ

れを推進するためには市民

一人一人の意識や行動を見

直す必要があります。省エネ

や３Ｒの徹底など、市民対象

の環境教育などを行うこと

で自治体はこの流れを加速

させることが可能です。

ごみの適正処

理と減量・資源

化の推進

可 燃 ご み

排出量

4,368ｔ
（H29）

3,639ｔ

生 ご み リ

サ イ ク ル

処理量

140ｔ
（H29）

877ｔ

気候

変動

【目標 13】気候変動及びそ
の影響を軽減するための

緊急対策を講じる。

気候変動問題は年々深刻

化し、既に多くの形でその影

響は顕在化しています。従来

の温室効果ガス削減といっ

た緩和策だけでなく、気候変

動に備えた適応策の検討と

策定を各自治体で行うこと

が求められています。

豊かな自然の

継承と共生の

実現

環 境 保 全

活 動 参 加

者数

4,661人
（H29）

6,600人
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17のゴール
17のゴールと
東御市行政の関係

「第２次東御

市総合計画・

後期基本計

画」主要施策

指標

指標名 現状値
目標値

（R5年度）

海洋

資源

【目標 14】持続可能な開発
のために海洋・海洋資源を

保全し、持続可能な形で利

用する。

海洋汚染の原因の８割は

陸上の活動に起因している

といわれています。まちの中

で発生した汚染が河川等を

通して海洋に流れ出ること

がないように、臨海都市だけ

でなくすべての自治体で汚

染対策を講じることが重要

です。

身近な水環境

の保全と活用

河 川 愛 護

活 動 実 施

区数

44区
（H30）

現状値維持

陸上

資源

【目標 15】陸域生態系の保
護、回復、持続可能な利用

の推進、持続可能な森林の

経営、砂漠化への対処、な

らびに土地の劣化の阻

止・回復及び生物多様性の

損失を阻止する。

自然生態系の保護と土地

利用計画は密接な関係があ

り、自治体が大きな役割を有

するといえます。自然資産を

広域に保護するためには、自

治体単独で対策を講じるの

ではなく、国や周辺自治体、

その他関係者との連携が不

可欠です。

里山・森林の保

全と活用
搬出間伐

122ha
（H29）

217ha

農地流動化の

促進及び耕作

放棄地の再生

耕 作 放 棄

地 再 生 面

積

33.7ha
（H25から
の累計）

50.0ha
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17のゴール
17のゴールと
東御市行政の関係

「第２次東御

市総合計画・

後期基本計

画」主要施策

指標

指標名 現状値
目標値

（R5年度）

平和

【目標 16】持続可能な開発
のための平和で包摂的な

社会を促進し、すべての

人々に司法へのアクセス

を提供し、あらゆるレベル

において効果的で説明責

任のある包摂的な制度を

構築する。

平和で公正な社会を作る

上でも自治体は大きな責務

を負っています。地域内の多

くの市民の参

画を促して参加型の行政を

推進して、暴力や犯罪を減ら

すのも自治体の役割といえ

ます。

地域防犯活動

の推進

東 御 市 内

で の 犯 罪

の 発 生 件

数

90件
（H29）

80件

虐待防止の推

進

虐 待 認 知

件数

48件
（H29）

20件

実施

手段

【目標 17】持続可能な開発
のための実施手段を強化

し、グローバル・パートナ

ーシップを活性化する。

自治体は公的／民間セク

ター、市民、ＮＧＯ／ＮＰＯ

などの多くの関係者を結び

付け、パートナーシップの推

進を担う中核的な存在にな

り得ます。持続可能な世界を

構築していく上で多様な主

体の協力関係を築くことは

極めて重要です。

効果的で持続

可能な行財政

運営の推進

実 質 公 債

費率

6.8%
（H29)

15%未満


